
警察官採用試験受験者募集！
採用に関する問い合わせは、下記までご連絡ください。

土佐警察署　 852－0110（古味）　いの警察庁舎　 893－1234（尾形）

消防職員採用試験案内
◆ 問い合わせ ◆  仁淀消防組合消防本部総務課　 893－3221

広報いの 2015 7月号  67  広報いの 2015 7月号

高知県警察では、次のとおり警察官の採用募集を行っています。
本年度から受験年齢の上限が、34歳まで引き上げられました。

高知の未来のために、あなたの情熱・勇気・やさしさを生かしてみませんか。

警察官B（大卒及び大卒見込者以外）
7月14日（火）
8月19日（水）～9月3日（木）
10月18日（日）
昭和56年4月2日から平成10年4月1日までに生まれ
た方で、学校教育法による4年制大学などを卒業し
た方又は平成28年3月までに卒業見込みの方以外

試 験 名
試験案内・申込書配布開始
申 込 受 付 期 間
第 一 次 試 験

受 験 年 齢 な ど

１ 採用予定人員
　（採用予定日）

２ 受験資格

３ 試験内容及び
　 試験日

４ 受付期間

５ 受験申込書

若干名（平成28年4月1日）

（1）平成2年4月2日から平成10年4月1日までに生まれた人
（2）仁淀消防組合管内（いの町、日高村）に居住可能な人
（3）日本国籍を有する人
（4）次の身体基準を満たす人
　ア　身長　おおむね男性は160cm以上、女性は150cm以上
　イ　体重　おおむね男性は50kg以上、女性は45kg以上
　ウ　胸囲　おおむね身長の2分の1以上
　エ　視力　両眼で0.7以上、かつ、一眼でそれぞれ0.3以上（矯正視力を含む。）
　オ　色覚　赤色、青色及び黄色の色彩の識別ができること。
　カ　聴力　正常であること。

第1次試験（教養試験・作文）　10月18日（日）
第2次試験（体力測定・面接）　11月下旬

8月31日（月）～9月11日（金）

（1）受験申込書は、消防本部、吾北及び日高の各分署で配布します。
（2）郵送による請求は、あて先を明記し82円切手を貼った返信用封筒（長3封筒）

を同封して、封筒の表に「採用試験申込書請求」と朱書きし、
　　 〒781-2112 いの町西町1番地 仁淀消防組合消防本部総務課 まで請求して

ください。
（3）仁淀消防組合ホームページからダウンロードもできます。（A4判の用紙に印

刷し、必ず自筆で記入してください。）※8月から運用開始予定

仁淀消防組合

受験手続き、その他試験に関することは、消防本部総務課にお問い合わせください。

不用木の除去、不良木
の淘汰
A：不用木の除去、不良
木の淘汰
B：伐採木の平均胸高直
径が18cm未満の不用
木の除去、不良木の淘汰

不用木の除去、不良木
の淘汰、搬出集積

不用木の除去、不良木
の淘汰、支障木やあば
れ木などの伐倒、搬出
集積

不用木の除去、不良木
の淘汰

～25年生
（除伐）

A：～35年生
（保育間伐A）
B：林齢制限なし
（保育間伐B）

～60年生
※森林経営計画
に基づく場合は
標準伐期齢の２
倍以下の林齢

～90年生

Ｃ：～60年生
（保育間伐C）

0.1ha以上／施行地

0.1ha以上／施行地

0.1ha以上／施行地
①森林経営計画に基づく場合
森林経営計画ごとに間伐・更新
伐の施行地面積の合計が5ha以
上で平均搬出材積が10㎥以上
②森林施業計画又は特定間
伐等促進計画に基づく場合
集約化実施計画ごとに間伐・
更新伐のそれぞれにおいて施
行地面積の合計が5ha以上で
平均搬出材積が10㎥/ha以上

0.1ha以上／施行地

下記の①、②、③のいずれかに該当していること
①森林経営計画の認定を受けた者
②森林施業計画の認定を受けた者
③特措法に基づく特定間伐促進計画の事業主体に位置付けられた者
・②については、残計画期間に限る。

下記の①、②、③のいずれかに該当していること
①森林経営計画の認定を受けた者
②森林施業計画の認定を受けた者、かつ集約化実施計画の対象森林
③特措法に基づく特定間伐促進計画の事業主体に位置付けられた
者、かつ集約化実施計画の対象森林
・②については、残計画期間に限る。
・いずれも事前計画の提出が必要（森林作業道の計画を含む。）

下記の①、②のいずれかに該当していること
①県・市町村（ただし、事業主体が自ら所有する森林以外で森林所有
者と締結した場合、又は寄付や分収契約解除などにより公有林化し
た森林で実施した場合に限る。）
②森林整備法人、森林組合、森林法施行令第11条に定める特定非
営利活動法人など（ただし、事業主体が自ら所有する森林で実施する
ことを除くこととし、地方公共団体及び森林所有者と協定を締結した
場合に限る。）

68%

保安林又は市町村
森林整備計画に規
定する公益的機能
が高い森林（72%） 

その他（36%）

高知県からのお知らせ
ご存じですか？
　　平成27年度間伐事業などの支援制度

施業を集約化し、間伐などを行う場合の補助事業
■造林事業（国庫事業）　下表以外の作業種…再造林、鳥獣害防止施設、下刈り、森林作業道など

■森林整備加速化事業（未利用間伐材利用促進対策）（国庫事業）　下表以外の作業種…路網整備

森林所有者の皆さんへ

区分

森林環境
保全直接
支援事業

環境林
整備事業

除伐

保育間伐

搬出間伐

更新伐

間　伐

規定無

30%

不用木の除去、不良木
の淘汰、搬出集積

7齢級以下（伐採
木の平均胸高直径
が18cm未満や搬
出材積が造林事業
の県平均以下の場
合などについては
林齢制限なし）

0.1ha以上／施行地
事業を実施する1施行地の搬
出材積が1㎥/ha以上

①県及び地域協議会の構成員のうち、市町村、森林所有者、森林組
合など、森林法施行令第11条に定める特定非営利活動法人など、森
林経営計画認定者など、特定間伐促進計画の事業主体に位置付け
られた者並びに知事が認める者
②同一林班又は区域内に森林経営計画が作成されている場合は、
翌年度末までに本事業での施行箇所を経営計画対象森林とすること

定額
236千円/ha以内搬出間伐

NEW

NEW

30%

30%

公益林保全整備事業
（保育間伐）

森林整備支援事業（搬
出間伐）

0.1ha以上／施行地

■みどりの環境整備支援交付金（県事業）…造林事業への嵩上げ（造林事業と合計で概ね90%相当）
除伐：不用木の除去（森林環境保全直接支援事業） 
保育間伐A：不用木の除去、不良木の淘汰（森林環境保
全直接支援事業） 
保育間伐Ｂ：伐採木の平均胸高直径が18cm未満の不用
木の除去、不良木の淘汰（森林環境保全直接支援事業）
保育間伐C：不用木の除去、不良木の淘汰（環境林整備事業）

11～25年生

11～35年生

11～45年生

11～45年生

造林事業で採択された除伐及び保育間伐（A・B・C）とする。

定額　54,000円/ha

定額　35,000円/ha

定額　30,000円/ha

定額　23,000円/ha

除伐

保育間伐

■緊急間伐総合支援事業（県事業）　下表以外に…路網整備（500～1,500円/ｍ）など　
自分で自分の山を手入れをする場合の補助事業（自伐林家などを含む。）

保安林又は市町村森林整備計画に規定する公益的機能が高い森林
で集約化が困難な森林

国庫補助事業の対象とならない森林

定額
80,000円/ha

定額
183,000円/ha

間　伐
11～60年生

31～60年生

造林補助事業で採択された人工造林及び付帯施設等整備（鳥獣
害防止施設等整備）、下刈り（隔年）とする。
ただし、シカ被害防護施設については、再造林と一体的に実施する
ものとする。

■森林資源再生支援事業（県事業）…造林事業への嵩上げ
再造林及び被害防護施設などに対する支援制度

22%以内（造林補助率68%の場合は、合わせて90%となる。）

みどりの環境整備支援交付金と公益林保全整備事業には、皆さんからお預かりした森林環境税が活用されています。

再造林

シカ被害防護施設

下刈り（隔年）

作業種 対象林齢 事業内容 事業規模 伐採率 補助要件など 補助率

作業種 対象林齢 事業内容 事業規模 伐採率 補助要件など 補助率

作業種 対象林齢 事業内容 補助要件など 補助率

作業種 対象林齢 事業名 事業規模 伐採率 補助要件など 補助率

作業種 補助要件など 補助率 

◆ 問い合わせ ◆  高知県　林業振興・環境部木材増産推進課（間伐担当）　821－4602
中央西林業事務所　 893－3612　森林政策課（吾北総合支所内）　867－2322　高知中央森林組合　 867－2221


